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今年12月2日以降、保険証は使えなくなります。 1

健康保険証は使えなくなります!

健康保険証

マイナ保険証

原則廃止
（経過措置期間）

＊新規発行、再発行は終了

2024年12月2日

マイナ保険証の受診が基本

完全廃止
使用できません

2025年12月2日

＊各自で裁断の上、廃棄（返却不要）

資格確認書

マイナ保険証が
使えない方に
(健保)が交付

一括
交付

受診時に使用
(有効期限 2029年11月30日)

＊5年更新（更新時の返却不要）

＊マイナ保険証が使用できない場合は 「資格情報のお知らせ」も提示

11/10
発送

(健保)加入者
の７割の方が
使用できる状態
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健康保険証は各自で裁断の上、廃棄（返却不要） 2

・健康保険証は、2025年12月2日以降は使用できなくなります。※（健保）への返却は不要
・国の通知に基づき、使用期限が過ぎた健康保険証は裁断の上、廃棄してください。
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マイナ保険証とは 3

・マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。
・マイナンバーカードを取得し、カードを使った簡易な操作で健康保険証の利用登録は可能です。
・マイナンバーカードを病院等のカードリーダーにセットし認証操作することで受診が可能です。
（今年9月からスマートフォンでの認証もスタート）

〔登録方法〕 〔メリット〕

マイナンバー特設サイトへ

iPhone Android

災害時でも医療情報が連携安
心

マイナ救急で適切な応急処置救
急

スマートフォンがマイナ保険証に便
利
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資格確認書の概要 4

・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを持っているが保険証登録し
ていない者（マイナ保険証を持っていない方） 他

交付対象者

様

式

イ

メ

ー

ジ

・はがきサイズ（紙）
・2024年12月2日以降、(健保)が申請に基づき、対象者に交付

・資格確認書を紛失等した場合は、再交付申請が必要

交付の概要

①2024年12月1日以前の加入者（保険証を持っている方）→一括交付
今年10月17日時点の国のデータを用いて一括交付し、11月10日に国内居住の被
保険者の居所住所へ発送（海外勤務員と帯同家族は会社経由）

②2024年12月2日以降の加入者
マイナ保険証を取得していない方に対し、会社経由で送付（任意継続者は被保険
者の居所住所に送付）

送付方法

・有効期限は、2029年11月30日（以後、5年単位で設定）

・有効期限を過ぎた資格確認書の回収（返却）は不要

・有効期限前に退職等した場合は資格確認書の回収（返却）が必要

その他
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資格確認書の一括交付（国内居住被保険者） 5

・健康保険証を持っている方で、マイナ保険証を持っていない方に資格確認書を送付します。（→①）
・11月10日(月)に委託先(東京都）から、国内居住の被保険者宛てに特定記録郵便で発送します。（→②）
・封書が届きましたら、内容物の点線部分（資格確認書）を切り取って保管してください。（→②）

〒123-5678

住所

被保険者 様

日東電工健康保険組合

〒567-8630
大阪府茨木市下穂積1-1-2
℡072-621-0251

健康保険証の有無
区 分

無有

交付なし交付なし

被保険者
(従業員)

有
マ
イ
ナ
保
険
証
の
有
無

被扶養者
(家族)

交付済み一括交付
被保険者

無

被扶養者

①資格確認書の交付 ②資格確認書の送付（11月10日に発送）

※茶色封書で送付 切り取って保管
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資格確認書の一括交付（海外居住被保険者を含む送付先） 6

・被保険者が国内居住の場合は、資格確認書（世帯分）を被保険者の居所住所に送付します。

・被保険者が海外居住の場合は、海外居住者の資格確認書（世帯分）を被保険者の勤務地に送付となります。

（国内居住の被扶養者の資格確認書は被扶養者の居所住所に送付）

・海外居住の被保険者への発送は11月中旬となる予定です。

資格確認書の交付対象者

区 分 被扶養者
被保険者

海外居住国内居住

被保険者の居所住所被保険者の居所住所被保険者の居所住所国内居住
被保険者

被保険者の勤務地※被扶養者の居所住所被保険者の勤務地※海外居住

①資格確認書の送付先

※ 送付元: (Nitto)分は(SS人事)、(グループ会社)分は(グループ会社)健保担当者。
海外居住者であっても、マイナ保険証が使用できる方は、資格確認書の交付対象外。
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資格喪失（扶養削除）等とした場合の資格確認書の返却 7

・10月20日時点の加入者データを用いて資格確認書を作成することから、10月20日～11月10日間に
資格喪失等した交付対象者（被保険者・被扶養者）にも資格確認書が交付されてしまいます。

・上記の資格確認書は勤務先を経由して（健保）に返却をお願いします。

勤務先を経由 （健保）返却

（健保資格を喪失した方や氏名変更した方）


